
○任期制研究管理職年俸運用細則 

(趣旨) 

第1条 この細則は、任期制職員給与規程（平成18年規程第7号。以下「規程」とい

う。）第12条第2項及び第13条第1項に基づき、研究管理職に係る固定給及び変動

給の決定について必要な事項を定める。  

(定義) 

第2条 この細則において「研究管理職」とは、次に掲げる職名とする。  

(1) 組織規程（平成22年規程第4号）第53条第1項に定める所長、第2項に定める

事業本部長、及び第3項に定める機構長  

(2) 同規程第54条第1項に定める副所長、副事業本部長及び副機構長  

(3) 別表1に掲げる職名  

(4) 決裁基準規程（平成15年規程第2号）別表第1に掲げる職名  

(固定給) 

第3条 固定給は、研究管理職の職名に応じ、規程別表3に掲げる区分を次のとおり

適用し、支給する。  

(1) 1区分 前条第1項第1号及び第2号、並びに、決裁基準規程別表第1センター

長の欄に掲げる職名  

(2) 2区分 決裁基準規程第別表第1部長の欄に掲げる職名  

(3) 3区分 決裁基準規程第別表第1課長の欄に掲げる職名  

2 前項の定めにかかわらず、別表1に掲げる職名は同表の区分を適用する。  

(変動給) 

第4条 変動給は、別表2の区分・号俸により支給する。  

(決裁及び理事会議) 

第5条 理事長は、前2条の定めに基づき、年俸額を決定する。この場合において、

1区分の号俸決定及び2区分の号俸のうち1区分22号俸以上の年俸となる号俸決定

にあたっては、 あらかじめ理事会議の承認を経なければならない。  

2 前2条の定めにかかわらず、理事会議の承認を経て、理事長の決定により、別表

2の最高額を超える年俸を支給することができる。  

3 前項の場合における変動給は、各区分の最高号俸の額に次に掲げる額を整数倍

した額を加算した額とする。  

(1) １区分 96,000円（年額） 8,000円（月額）  

(2) ２区分 84,000円（年額） 7,000円（月額）  

(3) 3区分 72,000円（年額） 6,000円（月額）  

(人事部及び各センター等で定める事項) 

第6条 規程第13条第1項に基づき、人事部、計算科学研究機構及び各研究センター

等は、次の事項を定めなければならない。  

(1) 対象者の範囲  

(2) 第3条第1項に掲げる区分に充てるべき職名  

(3) 採用時の号俸決定の考え方  

(4) 更新時の号俸決定の考え方（評価項目及び評価期間の定めを含む。）  

(5) 年俸決定に関する苦情処理の方法  

2 前項第3号及び第4号において、経験年数による変動給の積算を行う場合、経験
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年数は、別表3の職務経歴による換算年数と、最終学歴による換算年数の合計年数

とする。  

(例外措置) 

第7条 理事長は、やむを得ない事由が生じた場合には、任期制職員給与規程第13

条第2項に基づき、理事会議の承認を経て、区分号俸に基づかない変動給を決定

することができる。この場合、当該変動給は0円を下回る額とすることができ

る。  

2 前項中、「やむを得ない事由」とは、研究管理職が管理する予算の制限の範囲

内で自らの年俸を支出しなければならない場合、緊急の支出削減が必要な場合そ

の他の特別な事情がある場合をいう。  

附 則  

この細則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、施行日の前日より引続き

任期制職員としての身分を有する者については平成24年4月1日より適用する。  

別表1(第2条関係) 

別表2(第4条関係) 

  組 織 職 名 
区 
分 

（1） 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 副本部長 1区分 

（2） 次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 
プロジェクトリーダ
ー 

1区分 

（3） 計算科学研究機構 統括役 1区分 

（4） 全て 特別顧問 1区分 

区分
1区分  

（年額） 
2区分  

（年額） 
3区分  

（年額） 
1区分  

（月額） 
2区分  

（月額） 
3区分  

（月額） 
＼

号俸

1 0千円 0千円 0千円 0千円 0千円 0千円

2 108千円 84千円 72千円 9千円 7千円 6千円

3 216千円 168千円 144千円 18千円 14千円 12千円

4 324千円 252千円 216千円 27千円 21千円 18千円

5 444千円 336千円 288千円 37千円 28千円 24千円

6 564千円 420千円 360千円 47千円 35千円 30千円

7 684千円 504千円 432千円 57千円 42千円 36千円

8 804千円 588千円 504千円 67千円 49千円 42千円

9 912千円 672千円 576千円 76千円 56千円 48千円

10 1,020千円 756千円 648千円 85千円 63千円 54千円

11 1,128千円 840千円 720千円 94千円 70千円 60千円

12 1,236千円 924千円 792千円 103千円 77千円 66千円

13 1,344千円 1,008千円 864千円 112千円 84千円 72千円

14 1,464千円 1,092千円 936千円 122千円 91千円 78千円

15 1,584千円 1,176千円 1,008千円 132千円 98千円 84千円

16 1,704千円 1,260千円 1,080千円 142千円 105千円 90千円
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17 1,824千円 1,344千円 1,152千円 152千円 112千円 96千円

18 1,944千円 1,428千円 1,224千円 162千円 119千円 102千円

19 2,064千円 1,512千円 1,296千円 172千円 126千円 108千円

20 2,172千円 1,596千円 1,368千円 181千円 133千円 114千円

21 2,280千円 1,680千円 1,440千円 190千円 140千円 120千円

22 2,388千円 1,764千円 1,512千円 199千円 147千円 126千円

23 2,508千円 1,848千円 1,584千円 209千円 154千円 132千円

24 2,628千円 1,932千円 1,656千円 219千円 161千円 138千円

25 2,748千円 2,016千円 1,728千円 229千円 168千円 144千円

26 2,856千円 2,100千円 1,800千円 238千円 175千円 150千円

27 2,964千円 2,184千円 1,872千円 247千円 182千円 156千円

28 3,072千円 2,268千円 1,944千円 256千円 189千円 162千円

29 3,180千円 2,352千円 2,016千円 265千円 196千円 168千円

30 3,288千円 2,436千円 2,088千円 274千円 203千円 174千円

31 3,396千円 2,520千円 2,160千円 283千円 210千円 180千円

32 3,504千円 2,604千円 2,232千円 292千円 217千円 186千円

33 3,612千円 2,688千円 2,304千円 301千円 224千円 192千円

34 3,720千円 2,772千円 2,376千円 310千円 231千円 198千円

35 3,828千円 2,856千円 2,448千円 319千円 238千円 204千円

36 3,948千円 2,940千円 2,520千円 329千円 245千円 210千円

37 4,056千円 3,024千円 2,592千円 338千円 252千円 216千円

38 4,164千円 3,108千円 2,664千円 347千円 259千円 222千円

39 4,272千円 3,192千円 2,736千円 356千円 266千円 228千円

40 4,380千円 3,276千円 2,808千円 365千円 273千円 234千円

41 4,488千円 3,360千円 2,880千円 374千円 280千円 240千円

42 4,596千円 3,444千円 2,952千円 383千円 287千円 246千円

43 4,704千円 3,528千円 3,024千円 392千円 294千円 252千円

44 4,812千円 3,612千円 3,096千円 401千円 301千円 258千円

45 4,920千円 3,696千円 3,168千円 410千円 308千円 264千円

46 5,028千円 3,780千円 3,240千円 419千円 315千円 270千円

47 5,136千円 3,864千円 3,312千円 428千円 322千円 276千円

48 5,244千円 3,948千円 3,384千円 437千円 329千円 282千円

49 5,352千円 4,032千円 3,456千円 446千円 336千円 288千円

50 5,460千円 4,116千円 3,528千円 455千円 343千円 294千円

51 5,568千円 4,200千円 3,600千円 464千円 350千円 300千円

52 5,676千円 4,284千円 3,672千円 473千円 357千円 306千円

53 5,784千円 4,368千円 3,744千円 482千円 364千円 312千円

54 5,892千円 4,452千円 3,816千円 491千円 371千円 318千円

55 6,000千円 4,536千円 3,888千円 500千円 378千円 324千円

56 6,108千円 4,620千円 3,960千円 509千円 385千円 330千円

57 6,216千円 4,704千円 4,032千円 518千円 392千円 336千円

58 6,324千円 4,788千円 4,104千円 527千円 399千円 342千円
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6,420千円 4,872千円 4,176千円 535千円 406千円 348千円

60 6,528千円 4,956千円 4,248千円 544千円 413千円 354千円

61 6,636千円 5,040千円 4,320千円 553千円 420千円 360千円

62 6,744千円 5,124千円 4,392千円 562千円 427千円 366千円

63 6,852千円 5,208千円 4,464千円 571千円 434千円 372千円

64 6,960千円 5,292千円 4,536千円 580千円 441千円 378千円

65 7,068千円 5,376千円 4,608千円 589千円 448千円 384千円

66 7,176千円 5,460千円 4,680千円 598千円 455千円 390千円

67 7,284千円 5,544千円 4,752千円 607千円 462千円 396千円

68 7,392千円 5,628千円 4,824千円 616千円 469千円 402千円

69 7,488千円 5,712千円 4,896千円 624千円 476千円 408千円

70 7,584千円 5,796千円 4,968千円 632千円 483千円 414千円

71 7,680千円 5,880千円 5,040千円 640千円 490千円 420千円

72 7,776千円 5,964千円 5,112千円 648千円 497千円 426千円

73 7,884千円 6,048千円 5,184千円 657千円 504千円 432千円

74 7,992千円 6,132千円 5,256千円 666千円 511千円 438千円

75 8,100千円 6,216千円 5,328千円 675千円 518千円 444千円

76 8,208千円 6,300千円 5,400千円 684千円 525千円 450千円

77 8,316千円 6,384千円 5,472千円 693千円 532千円 456千円

78 8,424千円 6,468千円 5,544千円 702千円 539千円 462千円

79 8,532千円 6,552千円 5,616千円 711千円 546千円 468千円

80 8,640千円 6,636千円 5,688千円 720千円 553千円 474千円

81 8,748千円 6,720千円 5,760千円 729千円 560千円 480千円

82 8,844千円 6,804千円 5,832千円 737千円 567千円 486千円

83 8,940千円 6,888千円 5,904千円 745千円 574千円 492千円

84 9,036千円 6,972千円 5,976千円 753千円 581千円 498千円

85 9,132千円 7,056千円 6,048千円 761千円 588千円 504千円

86 9,228千円 7,140千円 6,120千円 769千円 595千円 510千円

87 9,324千円 7,224千円 6,192千円 777千円 602千円 516千円

88 9,420千円 7,308千円 6,264千円 785千円 609千円 522千円

89 9,516千円 7,392千円 6,336千円 793千円 616千円 528千円

90 9,612千円 7,476千円 6,408千円 801千円 623千円 534千円

91 9,708千円 7,560千円 6,480千円 809千円 630千円 540千円

92 9,804千円 7,644千円 6,552千円 817千円 637千円 546千円

93 9,900千円 7,728千円 6,624千円 825千円 644千円 552千円

94 9,996千円 7,812千円 6,696千円 833千円 651千円 558千円

95
10,092千

円
7,896千円 6,768千円 841千円 658千円 564千円

96
10,188千

円
7,980千円 6,840千円 849千円 665千円 570千円

97
10,284千

円
8,064千円 6,912千円 857千円 672千円 576千円

10,380千
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98 円 8,148千円 6,984千円 865千円 679千円 582千円

99 8,232千円 7,056千円 686千円 588千円

100 8,316千円 7,128千円 693千円 594千円

101 8,400千円 7,200千円 700千円 600千円

102 8,484千円 7,272千円 707千円 606千円

103 8,568千円 7,344千円 714千円 612千円

104 8,652千円 7,416千円 721千円 618千円

105 8,736千円 7,488千円 728千円 624千円

106 8,820千円 7,560千円 735千円 630千円

107 8,904千円 7,632千円 742千円 636千円

108 8,988千円 7,704千円 749千円 642千円

109 9,072千円 7,776千円 756千円 648千円

110 9,156千円 7,848千円 763千円 654千円

111 9,240千円 7,920千円 770千円 660千円

112 9,324千円 7,992千円 777千円 666千円

113 9,408千円 8,064千円 784千円 672千円

114 9,492千円 8,136千円 791千円 678千円

115 9,576千円 8,208千円 798千円 684千円

116 9,660千円 8,280千円 805千円 690千円

117 9,744千円 812千円

118 9,828千円 819千円

119 9,912千円 826千円

120 9,996千円 833千円

121 10,080千円 840千円

122 10,164千円 847千円

123 10,248千円 854千円

124 10,332千円 861千円

125 10,416千円 868千円

126 10,500千円 875千円

127 10,584千円 882千円

128 10,668千円 889千円

129 10,752千円 896千円

130 10,836千円 903千円

131 10,920千円 910千円

132 11,004千円 917千円

133 11,088千円 924千円

134 11,172千円 931千円

135 11,256千円 938千円

136 11,340千円 945千円

137 11,424千円 952千円

138 11,508千円 959千円

139 11,592千円 966千円
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別表3(第6条関係) 

11,676千円 973千円

141 11,760千円 980千円

142 11,844千円 987千円

143 11,928千円 994千円

144 12,012千円 1,001千円

145 12,096千円 1,008千円

146 12,180千円 1,015千円

147 12,264千円 1,022千円

148 12,348千円 1,029千円

149 12,432千円 1,036千円

150 12,516千円 1,043千円

151 12,600千円 1,050千円

152 12,684千円 1,057千円

153 12,768千円 1,064千円

154 12,852千円 1,071千円

155 12,936千円 1,078千円

156 13,020千円 1,085千円

157 13,104千円 1,092千円

158 13,188千円 1,099千円

159 13,272千円 1,106千円

160 13,356千円 1,113千円

161 13,440千円 1,120千円

162 13,524千円 1,127千円

163 13,608千円 1,134千円

164 13,692千円 1,141千円

165 13,776千円 1,148千円

166 13,860千円 1,155千円

167 13,944千円 1,162千円

168 14,028千円 1,169千円

169 14,112千円 1,176千円

170 14,196千円 1,183千円

171 14,280千円 1,190千円

172 14,364千円 1,197千円

173 14,448千円 1,204千円

174 14,532千円 1,211千円

175 14,616千円 1,218千円

176 14,700千円 1,225千円

177 14,784千円 1,232千円

178 14,868千円 1,239千円

 
採用の職務と同種  
とみなされるもの 

採用の職務と同種  
とみなされないもの 
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職務経歴による換算 就業年数 就業年数×0.8

最 
 
終 
 
学 
 
歴 
 
に 
 
よ 
 
る 
 
換 
 
算 
 

博士課程修了 5年 3年

修士課程修了 2年 1年

大学専攻科卒 1年 1年

専門職学位課程修了 2年 1年

大学6卒 2年 1年

大学4卒 0年 0年

短大3卒 -1年 -1年

短大2卒 -2年 -1年

短大1卒 -3年 -2年

 
経験年数は職務経歴による換算年数と、最終学歴による換算年数の合計年数とす
る。  
 
本表における最終学歴の定義は以下による。記載のない学歴については、その資
格および修学年限を考慮して、いずれかに該当させることができる。  
 
1 博士課程修了  
  学校教育法による大学院博士課程の修了者  
2 修士課程修了  
  学校教育法による大学院修士課程の修了者  
3 専門職学位課程修了  
  学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者  
4 大学6卒  
  学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科（同法53条ただし書
に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組
織を含む。）または獣医学に関する学科の卒業者  
5 大学専攻科卒  
  学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者  
6 大学4卒  
(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者  
(2) 国立看護大学校看護学部の卒業者  
(3) 気象大学校大学部（修業年限4年のものに限る。）の卒業者  
(4) 海上保安大学校本科の卒業者  
(5) 独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学士の学位を取得したもの  
(6) 防衛大学校の卒業者  
(7) 独立行政法人水産大学校（「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限
る。）の卒業者  
(8) 独立行政法人航空大学校（旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降
の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。）の卒業者  
(9) 外国における大学等（通算修業年限16年以上）の卒業者  
(10) 旧司法試験法による第2次試験の合格者  
(11) 公認会計士法による公認会計士試験の合格者または平成15年法律第67号に
よる改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者  
(12) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校また
は助産師養成所（同法による看護師学校の卒または看護師養成所の卒を入学資格
とする修業年限1年以上のものに限る。）の卒業者  
7 短大3卒  
(1) 学校教育法による3年制の短期大学（昼間課程2年制に相当する単位を3年間
に取得する夜間課程を除く。）卒業者  
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(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者  
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者  
(4) 外国における大学、専門学校等（通算修業年限15年以上）の卒業者  
(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校または診療放射線技師養成所
（いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。）の卒
業者  
(6) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校または臨床工学技士養成所（いず
れも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。）の卒業者  
(7) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施
設、作業療法士学校または作業療法士養成施設（いずれも「高校3卒」を入学資
格とする修業年限3年以上のものに限る。）の卒業者  
(8) 保健師助産師看護師法による看護師学校または看護師養成所（いずれも
「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。）の卒業者  
8 短大2卒  
(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者  
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者  
(3) 学校教育法による高等学校等の専攻科（2年制の短期大学と同程度とみなさ
れる修業年限2年以上のものに限る。）の卒業者  
(4) 航空保安大学校本科の卒業者  
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者  
(6) 外国における大学、専門学校等（通算修業年限14年以上）の卒業者  
(7) 保健師助産師看護師法による看護師学校または看護師養成所の進学課程
（同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。）の卒業者  
9 短大1卒  
(1) 航空保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 
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